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(57)【要約】
【課題】電気機器収納用箱の天井面と側面のいずれに取
り付けた場合であっても、バネを用いることなく、ファ
ン停止時に排気口が閉塞される電気機器収納用箱の通風
装置を提供する。
【解決手段】内部にファンが取り付けられた筐体２０１
と、筐体２０１の排気口を閉塞するように筐体２０１に
回動可能に取り付けられた板状のシャッター２０２と、
シャッター２０２の回動軸から延出する延出片に取り付
けられた重り２０３を有し、縦向きの姿勢で取り付けた
場合には、前記延出片及び重り２０３の質量により生じ
る前記回動軸回りのモーメントのほうが、シャッター２
０２の質量により生じる前記回動軸回りのモーメントよ
りも大きく構成されていることを特徴とする。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機器収納用箱の天井面又は側面のいずれにも取付可能で、前記天井面又は前記側面
に形成された排気穴から前記箱内部の空気を外部に排出する通風装置であって、
　底面に吸入口が形成されるとともに、側方に開放する排気口が形成された箱形の筐体と
、
　前記筐体内に取り付けられ、前記吸入口からの吸気を前記排気口から排気させるファン
と、
　前記排気口を閉塞するように、前記筐体に回動可能に取り付けられた板状のシャッター
と、
　前記シャッターの回動軸から前記シャッターと反対側方向に延出する延出片と、
　前記延出片に取り付けられた重りを有し、
　前記側面に形成された排気穴と前記吸入口を連通させ、前記排気口を下側に向けた縦向
きの姿勢で前記側面に取り付けた場合には、前記延出片及び前記重りの質量により生じる
前記回動軸回りのモーメントのほうが、前記シャッターの質量により生じる前記回動軸回
りのモーメントよりも大きく構成されていることを特徴とする電気機器収納用箱の通風装
置。
【請求項２】
　前記天井面に形成された排気穴と前記吸入口を連通させ、前記排気口を横側に向けた横
向き姿勢で前記天井面に取り付けた場合よりも、前記縦向き姿勢で前記側面に取り付けた
場合のほうが、前記シャッターの回動軸と前記重りの重心との水平方向距離が大きくなる
ように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の電気機器収納用箱の通風装置。
【請求項３】
　前記シャッターは、前記排気口の上方位置の筐体に回動可能に取り付けられ、
　前記延出片は、前記シャッターの回動軸から上方に延出し、
　前記重りは前記延出片の外側に取り付けられていることを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の電気機器収納用箱の通風装置。
【請求項４】
　前記重りは、前記延出片に回動可能に取り付けられていることを特徴とする請求項３に
記載の電気機器収納用箱の通風装置。
【請求項５】
　前記シャッターは、前記排気口の下方位置の筐体に回動可能に取り付けられ、
　前記延出片は、前記シャッターの回動軸から下方に延出していることを特徴とする請求
項１又は請求項２に記載の電気機器収納用箱の通風装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気機器収納用箱内の熱気を排気するための通風装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　分電機器、配電機器、通信装置等の電気機器を収納する電気機器収納用箱には、内部機
器の熱気を排気するために、特許文献１に示されるように、ファンを電気機器収納用箱に
取り付けたものがある。或いは、吸気口及び排気口が形成された筐体内にファンが取り付
けられた通風装置を電気機器収納用箱の外面に取り付けた構造のものもある。収納される
電気機器の発熱を考慮した電気機器の配置や電気機器収納用箱の種類によって、前記通風
装置は、排気口を横方向に向けた横向き姿勢で前記箱の天井面に取り付けられ、或いは、
排気口を下方に向けた縦向き姿勢で前記箱の側面に取り付けられる。
【０００３】
　通風装置が取り付けられた電気機器収納用箱を屋外で使用する場合には、排気口から通
風装置内への雨水や虫、埃等の異物の進入を防止する構造を設ける必要がある。この構造
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の一例として、従来では、排気口を閉塞するシャッターを通風装置に回動可能に軸着し、
シャッターを排気口側に付勢する捲回バネをシャッターの軸部に取り付けていた。このよ
うな構成により、通風装置は、横向き又は縦向きのいずれの姿勢であっても、ファン稼働
時には風圧によりシャッターが回動して排気口が開放され、ファン停止時には捲回バネの
付勢力により、排気口がシャッターで閉塞され、ファン停止時の通風装置や電気機器収納
用箱内への異物の進入が防止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００２－５０３０７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、捲回バネのシャッターの軸部への取り付けは、作業性が悪く、屋外使用
による捲回バネへの異物の付着や、シャッターの繰り返しの開閉による捲回バネのヘタリ
や破損により、ファン停止時に排気口がシャッターで閉塞されないという問題があった。
　本発明は、上記問題を解決し、バネを用いることなく、ファン停止時に排気口が閉塞さ
れる電気機器収納用箱の通風装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に記載の発明は、
　電気機器収納用箱の天井面又は側面のいずれにも取付可能で、前記天井面又は前記側面
に形成された排気穴から前記箱内部の空気を外部に排出する通風装置であって、
　底面に吸入口が形成されるとともに、側方に開放する排気口が形成された箱形の筐体と
、
　前記筐体内に取り付けられ、前記吸入口からの吸気を前記排気口から排気させるファン
と、
　前記排気口を閉塞するように、前記筐体に回動可能に取り付けられた板状のシャッター
と、
　前記シャッターの回動軸から前記シャッターと反対側方向に延出する延出片と、
　前記延出片に取り付けられた重りを有し、
　前記側面に形成された排気穴と前記吸入口を連通させ、前記排気口を下側に向けた縦向
きの姿勢で前記側面に取り付けた場合には、前記延出片及び前記重りの質量により生じる
前記回動軸回りのモーメントのほうが、前記シャッターの質量により生じる前記回動軸回
りのモーメントよりも大きく構成されていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　前記天井面に形成された排気穴と前記吸入口を連通させ、前記排気口を横側に向けた横
向き姿勢で前記天井面に取り付けた場合よりも、前記縦向き姿勢で前記側面に取り付けた
場合のほうが、前記シャッターの回動軸と前記重りの重心との水平方向距離が大きくなる
ように構成されていることを特徴とする。
　これにより、縦向きの姿勢では、重りの重心と回動軸との水平方向距離が大きくなるこ
とから、重りによりシャッターが閉じる方向に作用するモーメントが大きくなり、シャッ
ターが確実に排気口を閉塞する。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明において、
　前記シャッターは、前記排気口の上方位置の筐体に回動可能に取り付けられ、
　前記延出片は、前記シャッターの回動軸から上方に延出し、
　前記重りは前記延出片の外側に取り付けられていることを特徴とする。
【０００９】
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　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の発明において、
　前記重りは、前記延出片に回動可能に取り付けられていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明において、
　前記シャッターは、前記排気口の下方位置の筐体に回動可能に取り付けられ、
　前記延出片は、前記シャッターの回動軸から下方に延出していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、前記排気口を下側に向けた縦向きの姿勢で前記側面に取り付けた場合
には、前記延出片及び前記重りの質量により生じる前記回動軸回りのモーメントのほうが
、前記シャッターの質量により生じる前記回動軸回りのモーメントよりも大きく構成され
ているので、シャッターが排気口を閉塞した状態が維持される。このため、電気機器収納
用箱の天井面と側面のいずれに取り付けた場合であっても、バネを用いることなく、ファ
ン停止時に排気口が閉塞される電気機器収納用箱の通風装置を提供することが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（横向き、閉状
態）
【図２】第１の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の裏面側斜視図である。
【図３】図１の断面図である。
【図４】第１の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（横向き、開状
態）
【図５】図４の断面図である。
【図６】第１の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（縦向き、閉状
態）
【図７】図６の断面図である。
【図８】第１の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（縦向き、開状
態）
【図９】図８の断面図である。
【図１０】第１の実施形態の別例の電気機器収納用箱の断面図である。（横向き、閉状態
）
【図１１】第１の実施形態の別例の電気機器収納用箱の断面図である。（縦向き、閉状態
）
【図１２】第２の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（横向き、閉
状態）
【図１３】図１２の断面図である。
【図１４】第２の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の断面図である。（横向き、開
状態）
【図１５】第２の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の断面図である。（縦向き、閉
状態）
【図１６】第２の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の断面図である。（縦向き、開
状態）
【図１７】第３の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（横向き・閉
状態）
【図１８】図１７の断面図である。
【図１９】第３の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（横向き、開
状態）
【図２０】図１９の断面図である。
【図２１】第３の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（縦向き、閉
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状態）
【図２２】図２１の断面図である。
【図２３】第３の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の断面図である。（縦向き、開
状態）
【図２４】第４の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（横向き、閉
状態）
【図２５】図２４の断面図である。
【図２６】第４の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（横向き、開
状態）
【図２７】図２６の断面図である。
【図２８】第４の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（縦向き、閉
状態）
【図２９】第４の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置の斜視図である。（縦向き、開
状態）
【図３０】防水カバーを取り付けた実施形態の斜視図及び断面斜視図である。
【図３１】防水カバーを取り付けた実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（第１の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置）
　図１～図９に第１の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置１００（以下、通風装置１
００とする）を示して、通風装置１００について説明する。なお、図１、図３～図５は、
通風装置１００を、横向きの姿勢で、電気機器収納用箱９９の天井面に取り付けた状態を
表した図である。図１、図３～図５に示されるように、通風装置１００は、筐体１０１、
ファン１０、シャッター１０２、重り１０３、ヒンジ１０４、１０５とから構成されてい
る。
【００１４】
　筐体１０１は箱形形状であり、側方に開口する排気口１０１ａが形成されている。なお
、図１や図４において、筐体１０１の内部が見えるように、便宜的に天井面を除去した状
態の筐体１０１を表しているが、筐体１０１は天井面１０１ｃ（図３、図５に示す）を有
している。図２に示されるように、筐体１０１の底面には、吸入口１０１ｂが形成されて
いる。電気機器収納用箱９９の天井面又は側面（背面を含む）には排気穴が形成され、前
記排気穴と吸気口１０１ｂが連通して、通気装置１００が電気機器収納用箱９９の天井面
又は側面に取り付けられる。筐体１０１内には、ファン１０が取り付けられている。ファ
ン１０には、プロペラファン、シロッコファン、ターボファン等のファンが含まれる。フ
ァン１０が稼働すると、電気機器収納用箱９９内の空気が、電気機器収納用箱９９の排気
穴（吸入口１０１ｂ）から筐体１０１内に吸気され、排気口１０１ａから排気される。
【００１５】
　図３に示されるように、排気口１０１ａの上方位置の筐体１０１には、排気口１０１ａ
を閉塞する板状のシャッター１０２がヒンジ１０４により回動可能に取り付けられている
。図３に示されるように、シャッター１０２は、その上端の第１回動軸１０２ａで、筐体
１０１に軸着されている。図３に示されるように、シャッター１０２の第１回動軸１０２
ａからは、上方に延出する延出片１０２ｃが形成されている。
【００１６】
　図３に示されるように、延出片１０２ｃ先端の外側の第２回動軸１０２ｂには、板状又
はブロック状の重り１０３がヒンジ１０５により回動可能に軸着している。なお、シャッ
ター１０２はアルミニウムや樹脂等の比重が軽い材質で構成されているが、重り１０３は
鉄や鉛等、シャッター１０２に比べて比重が重い材料で構成されている。
【００１７】
　以下に、図１、図３～図５を用いて、排気口１０１ａを横側に向けた横向き姿勢で、通
風装置１００を電気機器収納用箱９９の天井面に取り付けた場合の作用について説明する
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。
　ファン１０が停止している状態では、図１や図３に示されるように、シャッター１０２
の自重により、シャッター１０２が排気口１０１ａを閉塞している。この状態では、シャ
ッター１０２に重り１０３の重量も作用するので、排気口１０１ａがシャッター１０２で
確実に閉塞され、風によるシャッター１０２の開放が防止され、排気口１０１ａからの異
物の進入が防止される。
　一方で、ファン１０が稼働している状態では、図４や図５に示されるように、ファン１
０で発生する風圧により、シャッター１０２が第１回動軸１０２ａを中心に回動して、排
気口１０１ａが開放される。
【００１８】
　図６～図９は、排気口１０１ａを下側に向けた縦向きの姿勢で、通風装置１００を電気
機器収納用箱９９の側面に取り付けた状態を示した図である。以下に、図６～図９を用い
て、縦向きの姿勢で、通風装置１００を電気機器収納用箱９９の側面に取り付けた場合の
作用について説明する。
　ファン１０が停止している状態では、図６や図７に示されるように、重り１０３の重量
により、シャッター１０２が排気口１０１ａを閉塞する方向に回動され、排気口１０１ａ
がシャッター１０２で閉塞される。詳述すると、通風装置１００が縦向きの姿勢では、延
出片１０２ｃ及び重り１０３の質量により生じる第１回動軸１０２ａ回りのモーメントの
ほうが、シャッター１０２の質量により生じる第１回動軸１０２ａ回りのモーメントより
も大きいので、シャッター１０２が排気口１０１ａを閉塞した状態が維持される。
　一方で、ファン１０が稼働している状態では、図８や図９に示されるように、ファン１
０で発生する風圧により、シャッター１０２が第１回動軸１０２ａを中心に回動して、排
気口１０１ａが開放される。
【００１９】
　通風装置１００を、横向きの姿勢で、電気機器収納用箱９９の天井面に取り付けた状態
では、図３や図５に示されるように、重り１０３の重心と第１回動軸１０２ａの水平方向
距離ＡやＡ’は小さい。このため、ファン１０稼働時において、重り１０３によりシャッ
ター１０２が閉じる方向に作用するモーメントは小さく、シャッター１０２の開放の阻害
となりにくい。
　一方で、通風装置１００を、縦向き姿勢で、電気機器収納用箱９９の側面に取り付けた
状態では、図７に示されるように、重り１０３の重心と第１回動軸１０２ａの水平方向距
離Ｂは大きくなり、重り１０３によりシャッター１０２が閉じる方向に作用するモーメン
トは大きく、シャッター１０２が確実に排気口１０１ａを閉塞する。
　このように、本発明の通風装置１００は、横向きの姿勢よりも縦向きの姿勢のほうが、
第１回動軸１０２ａと重り１０３の重心の水平方向距離が大きくなるように構成されてい
るので、横向き又は縦向きの両方の姿勢で、電気機器収納用箱９９天井面又は側面に取り
付けて使用することが可能となっている。
【００２０】
（第１の実施形態の別例）
　図１０～図１１に第１の実施形態の別例を示す。図１０に示されるように、第１の実施
形態の別例では、シャッター１０２上端の回動軸１０２ｅから、排気方向側の側上方に延
出する延出する延出片１０２ｄが形成され、この延出片１０２ｄに移動規制部材１０６が
取り付けられている。移動規制部材１０６は、箱形又は長穴形状の空間１０６ａが延出片
１０２ｄの形成方向に沿って形成されている。空間１０６ａ内には、重り１０７が移動可
能に収納されている。
【００２１】
　図１０に示されるように、第１の実施形態の別例の通風装置１００を、横向きの姿勢で
、電気機器収納用箱９９の天井面に取り付けた場合には、重り１０７は、空間１０６ａ内
の回動軸１０２ｅに近接した位置にあり、回動軸１０２ｅと重り１０７の重心との水平方
向距離Ｃが小さい。このため、ファン１０稼働時において、重り１０７によりシャッター
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１０２が閉じる方向に作用するモーメントは小さく、シャッター１０２の開放の阻害とな
りにくい。
　一方で、図１１に示されるように、第１の実施形態の別例の通風装置１００を、縦向き
の姿勢で、電気機器収納用箱９９の側面に取り付けた場合には、重り１０７は、空間１０
６ａ内の回動軸１０２ｅから離れた位置に移動し、回動軸１０２ｅと重り１０７の重心と
の水平方向距離Ｄが大きくなる。このため、重り１０７によりシャッター１０２が閉じる
方向に作用するモーメントは大きく、シャッター１０２が排気口１０１ａを確実に閉塞す
る。詳述すると、通風装置１００が縦向きの姿勢では、延出片１０２ｄ、移動規制部材１
０６及び重り１０７の質量により生じる第１回動軸１０２ｅ回りのモーメントのほうが、
シャッター１０２の質量により生じる第１回動軸１０２ｅ回りのモーメントよりも大きい
ので、シャッター１０２が排気口１０１ａを閉塞した状態が維持される。
　このように、第１の実施形態の別例の通風装置１００もまた、横向き又は縦向きの両方
の姿勢で、電気機器収納用箱９９の天井面又は側面に取り付けて使用することが可能とな
っている。
【００２２】
（第２の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置）
　図１２～図１６に、第２の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置２００（以下、通風
装置２００とする）を示して、第１の実施形態の通風装置１００と異なる点について、通
風装置２００を説明する。図１２～図１４は、通風装置２００を、横向きの姿勢で、電気
機器収納用箱９９の天井面に取り付けた状態を表した図である。図１２～図１４に示され
るように、通風装置２００は、筐体２０１、ファン１０、シャッター２０２、重り２０３
、ヒンジ２０４とから構成されている。筐体２０１は、前記した筐体１０１と同様の構造
であり、その側方に開放する排気口２０１ａが形成され、その内部にファン１０が取り付
けられている。
【００２３】
　図１３に示されるように、排気口２０１ａの上方位置の筐体２０１には、排気口２０１
ａを閉塞する板状のシャッター２０２がヒンジ２０４により回動可能に取り付けられてい
る。図１３に示されるように、シャッター２０２の回動軸２０２ｂからは、上方に延出す
る延出片２０２ａが形成されている。図１３に示されるように、延出片２０２ａの先端の
外側には、重り２０３が取り付けられている。図に示される重り２０３は板状であるが、
ブロック状であっても差し支え無い。なお、シャッター２０２はアルミニウムや樹脂等の
比重が軽い材質で構成されているが、重り２０３は鉄や鉛等、シャッター２０２に比べて
比重が重い材料で構成されている。図１３や図１４に示されるように、排気口２０１ａの
上方の筐体２０１には、筐体２０１の内側に凹陥した形状の空間２０１ａが形成され、シ
ャッター２０２が回動可能となっている。なお、筐体２０１ａの延出片２０２ａと対向す
る部分は、規制壁２０１ｂとなっている。この規制壁２０１ｂの役割については、後述す
る。
【００２４】
　以下に、図１２～図１４を用いて、排気口２０１ａを横側に向けた横向き姿勢で、通風
装置２００を電気機器収納用箱９９の天井面に取り付けた場合の作用について説明する。
　ファン１０が停止している状態では、図１２や図１３に示されるように、シャッター２
０２の自重により、排気口２０１ａがシャッター２０２で閉塞される。この状態では、シ
ャッター２０２に、重り２０３の重量も作用するので、排気口２０１ａがシャッター２０
２で確実に閉塞され、風によるシャッター２０２の開放が防止され、排気口２０１ａから
の異物の進入が防止される。
　一方で、ファン１０が稼働している状態では、図１４に示されるように、ファン１０で
発生する風圧により、シャッター２０２が回動軸２０２ｂを中心に回動し、排気口２０１
ａが開放される。図１４に示されるように、延出片２０２ａの先端は規制壁２０１ｂと当
接するので、シャッター２０２の所定角度以上の回動が規制される。これにより、シャッ
ター２０２が開いたままの状態となってしまうことが防止される。
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【００２５】
　図１５、図１６は、排気口２０１ａを下側に向けた縦向きの姿勢で、通風装置２００を
電気機器収納用箱９９の側面に取り付けた状態を示した図である。以下に、図１５、図１
６を用いて、縦向きの姿勢で、通風装置２００を電気機器収納用箱９９の側面に取り付け
た場合の作用について説明する。
　ファン１０が停止している状態では、図１５に示されるように、重り２０３の重量によ
り、シャッター２０２が排気口２０１ａを閉塞する方向に回動され、排気口２０１ａがシ
ャッター２０２で閉塞される。詳述すると、通風装置２００が縦向きの姿勢では、延出片
２０２ａ及び重り２０３の質量により生じる回動軸２０２ｂ回りのモーメントのほうが、
シャッター２０２の質量により生じる回動軸２０２ｂ回りのモーメントよりも大きいので
、シャッター２０２が排気口２０１ａを閉塞した状態が維持される。
　一方で、ファン１０が稼働している状態では、図１６に示されるように、ファン１０で
発生する風圧により、シャッター２０２が回動軸２０２ｂを中心に回動して、排気口２０
１ａが開放される。
　このように、通風装置２００は、横向き又は縦向きの両方の姿勢で、電気機器収納用箱
９９の天井面又は側面に取り付けて使用することが可能となっている。
【００２６】
　図１３及び図１５に示されるように、通風装置２００は、横向き姿勢よりも縦向き姿勢
のほうが、シャッター２０２の回動軸２０２ｂと重り２０３の重心との水平方向距離が大
きくなるように構成されている。この構成による効果について説明する。
　通風装置２００を、横向きの姿勢で、電気機器収納用箱９９の天井面に取り付けた状態
では、図１３に示されるように、重り２０３の重心と回動軸２０２ｂの水平方向距離Ｅは
、短い。このため、ファン１０稼働時において、重り２０３によりシャッター２０２が閉
じる方向に作用するモーメントは小さく、シャッター２０２の開放の阻害となりにくい。
　一方で、通風装置２００を、縦向き姿勢で、電気機器収納用箱９９の側面に取り付けた
状態では、図１５に示されるように、重り２０３の重心と回動軸２０２ｂとの水平方向距
離Ｆは大きくなり、重り２０３によりシャッター２０２が閉じる方向に作用するモーメン
トは大きく、シャッター２０２が確実に排気口２０１ａを閉塞する。
【００２７】
（第３の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置）
　図１７～図２３に、第３の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置３００（以下、通風
装置３００とする）を示して、第１の実施形態の通風装置１００と異なる点について、通
風装置３００を説明する。図１７～図２０は、通風装置３００を、横向きの姿勢で、電気
機器収納用箱９９の天井面に取り付けた状態を表した図である。図１７～図２０に示され
るように、通風装置３００は、筐体３０１、ファン１０、シャッター３０２、ヒンジ３０
３、支持部材３０４、重り３０５、ワイヤー３０６とから構成されている。筐体３０１は
前記した筐体１０１と同様の構造であり、その側方に開放する排気口３０１ａが形成され
、その内部にファン１０が取り付けられている。
【００２８】
　図１８や図２０に示されるように、排気口３０１ａの上方位置の筐体３０１には、排気
口３０１ａを閉塞する板状のシャッター３０２がヒンジ３０３により回動可能に取り付け
られている。図１８に示されるように、本実施形態では、シャッター３０２は、その上端
よりもやや下側の回動軸３０２ａで、排気口３０１ａ上方の筐体３０１に軸着されている
。
【００２９】
　図１７～図２０に示されるように、筐体３０１の排気口３０１ａの上方部分には、側方
（排気側方向）に延出する支持部材３０４が取り付けられている。支持部材３０４は、水
平方向に延出する支持板３０４ａと、この支持板３０４ａの両側端から上方に折曲形成さ
れた支持片３０４ｂ、支持板３０４ｂの先端から折曲形成された支持片３０４ｃとから構
成されている。支持板３０４ｂ上には、重り３０５が移動可能に載置されている。図１８
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に示されるように、重り３０５は、シャッター３０２の回動軸３０２ａよりも上側の接続
部３０２ｂと、ワイヤー３０６で接続されている。なお、シャッター３０２はアルミニウ
ムや樹脂等の比重が軽い材質で構成されているが、重り３０５は鉄や鉛等、シャッター３
０２に比べて比重が重い材料で構成されている。
【００３０】
　以下に、図１７～図２０を用いて、排気口３０１ａを横側に向けた横向き姿勢で、通風
装置３００を電気機器収納用箱９９の天井面に取り付けた場合の作用について説明する。
　ファン１０が停止している状態では、図１７や図１８に示されるように、シャッター３
０２の自重により、排気口３０１ａがシャッター３０２で閉塞される。
　一方で、ファン１０が稼働している状態では、図１９や図２０に示されるように、ファ
ン１０で発生する風圧により、シャッター３０２が回動軸３０２ｂを中心に回動し、排気
口３０１ａが開放される。なお、第３の実施形態の通風装置３００を横向きの姿勢で取り
付けた場合には、シャッター３０２が開放する際に、重り３０５の重量はシャッター３０
２に作用しない。
【００３１】
　図２１～図２３は、排気口３０１ａを下側に向けた縦向きの姿勢で、通風装置３００を
電気機器収納用箱９９の側面に取り付けた状態を示した図である。以下に、図２１～図２
３を用いて、縦向きの姿勢で、通風装置３００を電気機器収納用箱９９の側面に取り付け
た場合の作用について説明する。
　ファン１０が停止している状態では、図２２に示されるように、重り３０５の重量によ
り、シャッター３０２が排気口３０１ａを閉塞する方向に回動され、排気口３０１ａがシ
ャッター３０２で閉塞される。
　一方で、ファン１０が稼働している状態では、図２３に示されるように、ファン１０で
発生する風圧により、シャッター３０２が回動軸３０２ｂを中心に回動して、排気口３０
１ａが開放される。
　このように、通風装置３００は、横向き又は縦向きの両方の姿勢で、電気機器収納用箱
９９の天井面又は側面に取り付けて使用することが可能となっている。
【００３２】
（第４の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置）
　図２４～図２９に、第４の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置４００（以下、通風
装置４００とする）を示して、第１の実施形態の通風装置１００と異なる点について、通
風装置４００を説明する。図２４～図２７は、通風装置４００を、横向きの姿勢で、電気
機器収納用箱９９の天井面に取り付けた状態を表した図である。図２４～図２７に示され
るように、通風装置４００は、筐体４０１、ファン１０、シャッター４０２、重り４０３
とから構成されている。筐体４０１は前記した筐体１０１と同様の構造であり、その側方
に開放する排気口４０１ａが形成され、その内部にファン１０が取り付けられている。
【００３３】
　図２５に示されるように、排気口４０１ａの下方位置の筐体４０１には、排気口４０１
ａを閉塞する板状のシャッター４０２が回動可能に取り付けられている。本実施形態では
、シャッター４０２は、その下端よりもやや上側の回動軸４０２ａで、筐体４０１に軸着
されている。シャッター４０２は、その下側が筐体４０１の内部側を向き、その上端側が
筐体４０１の外側を向くように傾斜している。なお、シャッター４０２が排気口４０１ａ
を閉塞している状態でのシャッター４０２の傾斜角は、鉛直方向から４５°以下の角度で
ある。シャッター４０２の回動軸４０２ａからは、下方に延出する延出片４０２ｂが形成
されている。延出片４０２ｂの先端には、板状又はブロック状の重り４０３が取り付けら
れている。なお、シャッター４０２はアルミニウムや樹脂等の比重が軽い材質で構成され
ているが、重り４０３は鉄や鉛等、シャッター４０２に比べて比重が重い材料で構成され
ている。
【００３４】
　以下に、図２４～図２７を用いて、排気口４０１ａを横側に向けた横向き姿勢で、通風
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装置４００を電気機器収納用箱９９の天井面に取り付けた場合の作用について説明する。
　ファン１０が停止している状態では、図２４や図２５に示されるように、重り４０３の
重量がシャッター４０２に作用して、シャッター４０２が排気口４０１ａを閉塞する方向
に回動され、排気口４０１ａがシャッター４０２で閉塞される。詳述すると、通風装置４
００が縦向きの姿勢では、延出片４０２ｂ及び重り４０３の質量により生じる回動軸４０
２ａ回りのモーメントのほうが、シャッター４０２の質量により生じる回動軸４０２ａ回
りのモーメントよりも大きいので、シャッター４０２が排気口４０１ａを閉塞した状態が
維持される。
　一方で、ファン１０が稼働している状態では、図２７に示されるように、ファン１０で
発生する風圧により、シャッター４０２が回動軸４０２ａを中心に回動し、排気口４０１
ａが開放される。
【００３５】
　図２８、図２９は、排気口４０１ａを下側に向けた縦向きの姿勢で、通風装置４００を
電気機器収納用箱９９の側面に取り付けた状態を示した図である。以下に、図２８、図２
９を用いて、縦向きの姿勢で、通風装置４００を電気機器収納用箱９９の側面に取り付け
た場合の作用について説明する。
　ファン１０が停止している状態では、図２８に示されるように、重り４０３の重量によ
り、シャッター４０２が排気口４０１ａを閉塞する方向に回動され、排気口４０１ａがシ
ャッター４０２で閉塞される。
　一方で、ファン１０が稼働している状態では、図２９に示されるように、ファン１０で
発生する風圧により、シャッター４０２が回動軸４０２ａを中心に回動して、排気口４０
１ａが開放される。
【００３６】
　通風装置４００を、横向きの姿勢で、電気機器収納用箱９９の天井面に取り付けた状態
では、図２５に示されるように、重り４０３の重心と回動軸４０２ａの水平方向距離Ｇ、
は小さい。このため、ファン１０稼働時において、重り４０３によりシャッター４０２が
閉じる方向に作用するモーメントは小さく、シャッター４０２の開放の阻害となりにくい
。
　一方で、通風装置４００を、縦向き姿勢で、電気機器収納用箱９９の側面に取り付けた
状態では、図２７に示されるように、重り４０３の重心と回動軸４０２ａの水平方向距離
Ｈは大きくなり、重り４０３によりシャッター４０２が閉じる方向に作用するモーメント
は大きく、シャッター４０２が排気口４０１ａを確実に閉塞する。
　このように、通風装置４００は、横向き又は縦向きの両方の姿勢で、電気機器収納用箱
９９の天井面又は側面に取り付けて使用することが可能となっている。
【００３７】
（カバーを取り付けた実施形態の説明）
　図３０、図３１を用いて、本発明の通風装置１００～４００に、防水カバー９９を取り
付けた実施形態の説明をする。
　図３０、図３１に示されるように、防水カバー９９は、側方に排気口９９ａが、底部に
取付口９９ｂが形成された箱形である。排気口９９ａには、多数のスリット穴が形成され
た異物侵入防止部材９９ｅが取り付けられている。図３１に示されるように、異物侵入防
止部材９９ｅの内側には、不織紙や不織布等で構成されフィルタ９９ｆが取り付けられて
いる。
【００３８】
　防水カバー９９を通風装置１００～４００に取り付けるには、取付口９９ｂから通風装
置１００～４００を防水カバー９９内に挿通させて、ネジ９７により通風装置１００～４
００に取り付ける。防水カバー９９は、ネジ９７により通風装置１００～４００に取り付
けられているので、着脱可能となっている。なお、図３０の（Ｂ）や図３１に示されるよ
うに、防水カバー９９の排気口９９ａ側の底部には、防水カバー９９の排気口９９ａ下端
から、筐体１０１の排気口１０１ａの下端まで延出する、防水板９９ｄが形成されている
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。防水カバー９９が取り付けられた状態では、通風装置１００～４００は、防水カバー９
９で覆われている。このため、通風装置１００～４００や電気機器収納用箱９９内への雨
水の進入をより確実に防止することが可能となる。防水カバー９９は通風装置１００～４
００と一体でなく着脱可能な構造となっているので、防水カバー９９を通風装置１００～
４００に取り付ける前に、電気機器収納用箱９９と通風装置１００～４００との取付面に
、コーキング剤を塗布することができ、より防水性を高めることができる。
【００３９】
　なお、防止カバー９９を通風装置１００～４００取り付ける実施形態の場合には、筐体
１０１～４０１の天井面は不要であり、筐体１０１～４０１は上方に開放した構造となっ
ている。なお、防水性を確保するために、筐体１０１～４０１の上端周縁と防水カバー９
９の天井面９９ｃとの間に、パッキンを取り付けることが好ましい。筐体１０１～４０１
は上方に開放した構造となっているので、防水カバー９９を取り外して、ファン１０を交
換することができる。また、防水カバー９９は通風装置１００～４００と一体でなく着脱
可能な構造となっているので、フィルタ９９ｆを交換することができる。
【００４０】
　図３１に示されるように、防水カバー９９の天井面９９ｃや防水板９９ｄは、排気口９
９ａ側が低くなるように、傾斜している。このため、天井面９９ｃや防水板９９ｄ上の雨
水が溜まること無く排気口９９ａ側に流れ落ちるようになっている。
【００４１】
　以上、現時点において、もっとも、実践的であり、かつ好ましいと思われる実施形態に
関連して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に限定され
るものではなく、請求の範囲および明細書全体から読み取れる発明の要旨あるいは思想に
反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う電気機器収納用箱の通風装置
もまた技術的範囲に包含されるものとして理解されなければならない。 
【符号の説明】
【００４２】
　１０　　　ファン
　９９　　　防水カバー
　１００　　第１の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置
　１０１　　筐体
　１０１ａ　排気口
　１０１ｂ　吸入口
　１０１ｃ　天井面
　１０２　　シャッター
　１０２ａ　第１回動軸
　１０２ｂ　第２回動軸
　１０２ｃ　延出片
　１０３　　重り
　１０４　　ヒンジ
　１０５　　ヒンジ
　１０６　　移動規制部材
　１０７　　重り
　２００　　第２の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置
　２０１　　筐体
　２０２　　シャッター
　２０２ａ　延出片
　２０２ｂ　回動軸
　３００　　第３の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置
　３０１　　筐体
　３０２　　シャッター
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　３０２ａ　回動軸
　３０２ｂ　接続部
　３０３　　ヒンジ
　３０４　　支持部材
　３０５　　重り
　３０６　　ワイヤー
　４００　　第４の実施形態の電気機器収納用箱の通風装置
　４０１　　筐体
　４０２　　シャッター
　４０２ａ　回動軸
　４０２ｂ　延出片
　４０３　　重り

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】
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